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旭晅市有料老旆ホーム昶置運営指導指旄の改昌について 

 
１ 有料老人ホームについて 

高齢者を入居させ，介護，食事，家事，健康管理のサービスのいずれかを提供する施
昶です。 

市への届出が義務とされていますが，届出がなくても上記の要件をみたしていれば，
老旆福祉法上は有料老旆ホームとなります。 

 
２ 旭川市有料老人ホーム設置運営指導指針とは 
  旭晅市内における有料老旆ホームに関する基準を定めた指旄であり，基本的には国の

「有料老旆ホーム昶置運営標準指導指旄」（以下，「標準指導指旄」という。）に準拠し
ています。 

 
３ 標準指導指針とは 
  有料老旆ホームの昄格や指導上の留意点などについて，厚昏労働省が都道府県等あて

に示した通知です。 
都道府県等において地域の状況に応じた指導指旄を作昅するための参考として，厚昏

労働省が示した有料老旆ホームの定義や運営，昶備に関する標準となる基準となってい
ます。 

 
４ 改正の目的 
  今年度，標準指導指旄が３度改昌※されたことに伴い，旭晅市においてもこれに対応

する改昌を行いました。 
※ 令和 6 年 5 月 23 日付け老発 0523 第 1 号「有料老旆ホームの昶置運営標準指導指旄について」 

令和 6 年 11 月 8 日付け老発 1108 第 2 号「有料老旆ホームの昶置運営標準指導指旄について」 
令和 6 年 12 月 6 日付け老発 1206 第 3 号「有料老旆ホームの昶置運営標準指導指旄について」 

 
５ 改正内容 
  標準指導指旄の改昌内容を踏まえ，市指導指旄においても同様の箇所を改昌しました。 

改昌内容は次のとおりです。 
 

(1) 令和６年度介護報酬改定を踏まえた見直し 
   令和６年度介護報酬改定により，指定特定施昶等において，協力医療機関との連携

体昀の構築，感晎症対応力の向上，新興感晎症発昏時等の対応を行う医療機関との連
携等の見直しが行われたことを踏まえ，有料老旆ホームにおいても同様の晱置を規定
しました。 



  

(2) 既存建築物等の活用の場合等の特例について 
平昅 30 年に改昌された建築基準法（平昅 30 年法律第 67 号）において，⼾建住宅

等（延べ面昨 200 ㎡未満かつ階旭３以下）を福祉施昶（有料老旆ホームを含む）とし
て利用する場合，在館者が旐速に避難できる晱置を講じることを晥提に，耐火建築物
等とすることが不要とされたことを踏まえ，この要件に適合する場合においては，建
物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しないことを規定しました。 

 
(3) 重要事項昹明書の改昌 

   老旆福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改昌する省令（令和６年厚昏
労働省令第 135 号）の施行により，老旆福祉法施行規則（昭和 38 年厚昏省令第 28 号）
に規定する有料老旆ホームの昶置者が都道府県知事へ報告すべき事項に，高齢者虐待
の防止，旁体的拘束等の適昌化の旝旃，安晩管理及び衛昏管理に係る取晽状況を追加
する改昌が行われたことを踏まえ，重要事項昹明書の一部を改昌しました。 

 
 (4) 入居者募集等に関する留意事項の追加 

一部の有料老旆ホームにおいて，入居する高齢者が難病等の場合に，高齢者向け住
まいの紹介を行う事業者へ高額な紹介手旭料を払っている事案が明らかとなったこと
を踏まえ，入居者募集等に関する条項の中に留意事項を記載しました。 



旭 川市 有 料老 人ホ ー ム設 置 運営 指 導指 針  新 旧対 照 表 
改 正後  改正 前  備考  

目 次 （ 略）  
 

老 人福 祉 法（ 昭和 38 年 法律 第 133 号 ） 第 29 条 第 １項
に 規定 す る有 料老 人 ホー ム の設 置・運 営に 関す る 指導 指 針
を 以下 の とお り定 め る。  
 
１ ～５  （略 ）  
 
６  既 存 建築 物等 の 活用 の 場合 等 の特 例  
⑴ ・⑵  （略 ） 
⑶  戸 建住 宅 等（延 べ 面積 200 ㎡未 満か つ 階数 ３以 下 ）を

有 料老 人 ホー ムと し て利 用 する 場 合に お いて は，在館 者
が 迅速 に 避難 でき る 措置 を 講じ る こと に より ，耐 火建 築
物 又は 準 耐火 建築 物 とす る こと を 要し な い。   

⑷  
 
７  （ 略 ） 
 
８  有 料 老人 ホー ム 事業 の 運営  
⑴ ～⑶  （略 ）  
⑷  個 人 情報 の取 り 扱い  
 ⑵ の 名 簿 及 び ⑶ の 帳 簿 に お け る 個 人 情 報 に 関 す る 取 り
扱 いに つ いて は， 個 人 情報 の 保護 に 関す る 法 律 （ 平成 15
年 法律 第 57 号） 及 び同 法に 基 づく 「 医療 ・介 護 関係 事 業

目 次 （ 略）  
 

老 人福 祉 法（ 昭和 38 年 法 律第 133 号 ） 第 29 条 第 １項
に 規定 す る有 料老 人 ホー ム の設 置・運 営に 関 する 指 導指 針
を 以下 の とお り定 め る。  
 
１ ～５  （略 ）  
 
６  既 存 建築 物等 の 活用 の 場合 等 の特 例  
⑴ ・⑵  （略 ） 
 
 
 
 
⑶  
 
７  （ 略 ） 
 
８  有 料 老人 ホー ム 事業 の 運営  
⑴ ～⑶  （略 ）  
⑷  個 人 情報 の取 り 扱い  

⑵ の 名 簿 及 び ⑶ の 帳 簿 に お け る 個 人 情 報 に 関 す る 取 り
扱 いに つ いて は ，個 人 情報 の 保護 に 関 す る 法 律 （ 平成 15
年 法律 第 57 号） 及 び同 法 に基 づく 「 医療 ・ 介護 関 係事 業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑶ 新規  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑷ 文言 の 更新  
 
 
 



改 正後  改正 前  備考  
者 に お け る 個 人 情 報 の 適 切 な 取 扱 い の た め の ガ イ ダ ン ス
（ 個 人情 報 保護 委員 会 ・ 厚生 労 働省 ）」を 遵 守す る こと 。  
⑸  業 務 継続 計画 の 策定 等  
ア  感 染 症や 非常 災 害の 発 生時 に おい て ，入居 者 に対 す る

処 遇を 継 続的 に行 う ため の ，及 び非 常 時の 体制 で 早期 の
業 務再 開 を図 るた め の計 画（ 以下「 業務 継 続計 画 」と い
う 。） を 策 定し ， 当 該 業 務 継 続 計 画に 従 い 必 要 な 措 置 を
講 じる こ と 。 計 画 の 策 定 にあ た っ ては ，「 介 護 施 設 ・ 事
業 所 に お け る 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 発 生 時 の 業 務
継 続ガ イ ドラ イン 」及 び「介 護施 設・事業 所に お ける 自
然 災 害 発 生 時 の 業 務 継 続 ガ イ ド ラ イ ン 」 を 参 照 す る こ
と 。 

  ま た，想定 さ れる 災害 等 は地 域 によ っ て異 なる も ので
あ るこ と から ，項 目に つ いて は 実態 に 応じ て設 定 する こ
と 。なお ，感 染症 及 び災 害の 業 務継 続 計画 を一 体 的に 策
定 する こ とを 妨げ る もの で はな い 。   

イ  職 員 に 対 し ， 業 務 継 続 計 画 に つ い て 周 知 す る と と も
に ，必 要 な研 修及 び 訓練 を 定期 的 に実 施 する こと 。なお ，
訓 練に つ いて は，机上 を 含め そ の実 施 手法 は問 わ ない も
の の，机上 及 び実 地で 実 施す る もの を 適切 に組 み 合わ せ
な がら 実 施す るこ と が適 切 であ る 。 

な お，業 務 継続 計 画の 策定 ，研 修及 び 訓練 の 実施 に つ
い ては ，他 の 設置 者と の 連携 等 によ り 行う こと も 差し 支
え ない 。  

ハ  （ 略 ） 

者 に お け る 個 人 情 報 の 適 切 な 取 扱 い の た め の ガ イ ダ ン ス
（ 平成 29 年 ４ 月 14 日・ 厚 生労 働 省）」 を遵 守 する こ と。 
⑸  業 務 継続 計画 の 策定 等  
ア  感 染 症や 非常 災 害の 発 生時 に おい て ，入 居者 に 対す る

処 遇を 継 続的 に行 う ため の ，及 び非 常 時の 体 制で 早 期の
業 務再 開 を図 るた め の計 画（ 以下「 業務 継 続 計 画 」とい
う 。） を 策 定 し， 当 該業 務 継続 計 画 に従 い 必要 な 措 置 を
講 じ るこ と 。 計 画 の策 定 に あた っ て は ，「 介護 施 設 ・ 事
業 所 に お け る 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 発 生 時 の 業 務
継 続ガ イ ドラ イン 」及 び「介 護施 設・事業 所 にお け る自
然 災 害 発 生 時 の 業 務 継 続 ガ イ ド ラ イ ン 」 を 参 照 す る こ
と 。 

 
 
 
 
イ  職 員 に 対 し ， 業 務 継 続 計 画 に つ い て 周 知 す る と と も

に ，必 要 な研 修及 び 訓練 を 定期 的 に実 施 する こと 。なお ，
訓 練に つ いて は，机 上を 含 めそ の実 施 手法 は 問わ な いも
の の，机上 及 び実 地 で実 施 する もの を 適切 に 組み 合 わせ
な がら 実 施す るこ と が適 切 であ る 。 

 
 
 
ハ  （ 略 ）  

 
 
⑸ 文言 の 追加  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改 正後  改正 前  備考  
⑹ ～⑼  （略 ）  
⑽  医 療 機関 等と の 連携  
ア  入 居 者の 病状 の 急変 等 に備 え るた め ，あら か じめ ，医

療 機 関 と 協 力 す る 旨 及 び そ の 協 力 内 容 を 取 り 決 め て お
く こと 。そ の際 ，入居 者 の急 変 時等 に ，相 談 対応 や 診療
を 行 う 体 制 を 常 時 確 保 し た 協 力 医 療 機 関 を 定 め る よ う
努 める こ と。  

イ  当 該 有料 老人 ホ ーム の 設置 者 は，感染 症の 予 防及 び 感
染 症の 患 者に 対す る 医療 に 関す る 法律 （ 平成 10 年 法律
第 114 号）第 ６条 第 17 項 に規 定す る 第二 種 協定 指 定医
療 機関 と の間 で，新興 感染 症（ 同条 第 ７項 に 規定 す る新
型 イン フ ルエ ンザ 等 感染 症 ，同 条第 ８ 項に 規定 す る指 定
感 染症 又 は 同 条 第 ９ 項 に 規定 す る 新感 染 症 を い う。） の
発 生時 等 の対 応を 取 り決 め るよ う 努め る こと 。   

ウ  協 力 医 療 機 関 が 第 二 種 協 定 指 定 医 療 機 関 で あ る 場 合
に おい て は，当 該 第二 種協 定 指定 医 療機 関 との 間 で，新
興 感染 症 の発 生時 等 の対 応 につ い て協 議 を行 うこ と 。   

エ  入 居 者 が 協 力 医 療 機 関 そ の 他 の 医 療 機 関 に 入 院 し た
後 に，当 該 入居 者 の病 状が 軽 快し ，退 院が 可 能と な った
場 合に お いて は，再び 当 該有 料 老人 ホ ーム に速 や かに 入
居 させ る こと がで き るよ う 努め る こと 。   

オ ～ケ  （ 略）  
⑾ ～⒀  （略 ）  
 
 

⑹ ～⑼  （略 ）  
⑽  医 療 機関 等と の 連携  
ア  入 居 者の 病状 の 急変 等 に備 え るた め ，あら か じめ ，医

療 機 関 と 協 力 す る 旨 及 び そ の 協 力 内 容 を 取 り 決 め て お
く こと 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ ～カ  （ 略）  
⑾ ～⒀  （略 ）  
 
 

 
⑽ 文言 の 追加  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改 正後  改正 前  備考  
９  サ ー ビス 等 
⑴ ～⑶  （略 ）  
⑷  
ア ～エ  （略 ）  
オ  イ か ら エ ま で に 掲 げ る 措 置 を 適 切 に 実 施 す る た め の

担 当者 を 置く こと 。  
当 該担 当 者は ，身 体的 拘 束等 の 適正 化 のた めの 対 策を

検 討 す る 委 員 会 の 責 任 者 と 同 一 の 従 業 者 が 務 め る こ と
が 望ま し い。な お ，同一 施設 内 での 複 数担 当の 兼 務や 他
の 事業 所・施 設 等と の 担当 の 兼務 に つい て は，担 当 者と
し ての 職 務に 支障 が なけ れ ば差 し 支え な い。た だ し，日
常 的に 兼 務先 の各 事 業所 内 の業 務 に従 事 して おり ，入 居
者 や施 設 の状 況を 適 切に 把 握し て いる 者 など ，各 担当 者
と し て の 職 務 を 遂 行 す る 上 で 支 障 が な い と 考 え ら れ る
者 を選 任 する こと 。  

カ  （ 略 ） 
⑸  （ 略 ） 
⑹  緊 急 やむ を得 ず 身体 的 拘束 等 を行 う 場合 には ，そ の 態

様 及び 時 間，その 際の 入 居者 の 心身 の 状況 並び に 緊急 や
む を得 な い理 由を 記 録し な けれ ば なら な いこ と。  

  ま た，緊 急や む を得 な い理 由 につ いて は ，切迫 性 ，非
代 替性 及 び一 時性 の ３つ の 要件 を 満た す こと につ い て，
組 織 等 と し て こ れ ら の 要 件 の 確 認 等 の 手 続 き を 極 め て
慎 重に 行 うこ とと し ，そ の具 体 的な 内 容に つい て 記録 し
て おく こ とが 必要 で ある 。   

９  サ ー ビス 等 
⑴ ～⑶  （略 ）  
⑷  
ア ～エ  （略 ）  
オ  イ か ら エ ま で に 掲 げ る 措 置 を 適 切 に 実 施 す る た め の

担 当者 を 置く こと 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ  （ 略 ） 
⑸  （ 略 ） 
⑹  緊 急 やむ を得 ず 身体 的 拘束 等 を行 う 場合 には ，その 態

様 及び 時 間，その 際 の入 居 者の 心身 の 状況 並 びに 緊 急や
む を得 な い理 由を 記 録し な けれ ば なら な いこ と。  

 
 
 
 
 

 
 
⑷ 文言 の 追加  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑹ 文言 の 追加  
 
 
 
 
 
 
 



改 正後  改正 前  備考  
⑺  （ 略 ） 
 
10～ 11 （ 略 ） 
 
12 契 約 内容 等 
⑴ ～⑸  （略 ）  
⑹  入 居 者募 集等  
 ア ～イ  （略 ）  

ウ  入 居 募集 に当 た り，有 料 老人 ホ ーム が ，高 齢 者向 け
住 ま い へ の 入 居 を 希 望 す る 者 に 関 す る 情 報 の 提 供 等
を 行う 事 業 者 （ 以 下 「 情 報提 供 等 事業 者 」 と い う。）
と 委託 契 約等 を締 結 する 場 合は ，次 の 事項 に留 意 する
こ と。  
(ｱ) 情 報 提 供 等 事 業 者 と 委 託 契 約 等 を 締 結 す る 場 合

に は，例 え ば，入 居 希望 者の 介 護度 や 医療 の必 要 度
等 の 個 人 の 状 況 や 属 性 に 応 じ て 手 数 料 を 設 定 す る
と いっ た ，社 会保 障費 の 不適 切 な費 消 を助 ⾧す る と
の 誤 解 を 与 え る よ う な 手 数 料 の 設 定 を 行 わ な い こ
と 。また ，上 記の よ うな 手数 料 の設 定 に応 じな い こ
と 。 

ま た，情 報 提供 等 事業 者に 対 して ，入 居者 の 月額
利 用料 等 に比 べて 高 額な 手 数料 と 引き 換 えに ，優 先
的 な入 居 希望 者の 紹 介を 求 めな い こと 。  

(ｲ) 情報 提 供等 事業 者 の選 定 に当 た って は ，当 該 情報
提 供 等 事 業 者 が 入 居 希 望 者 に 提 供 す る サ ー ビ ス 内

⑺  （ 略 ） 
 
10～ 11 （ 略 ） 
 
12 契 約 内容 等 
⑴ ～⑸  （略 ）  
⑹  入 居 者募 集等  
 ア ～イ  （略 ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ウ  新 規  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改 正後  改正 前  備考  
容 やそ の 対価 たる 手 数料 の 有無・金 額 につ いて あ ら
か じめ 把 握す るこ と が望 ま しい こ と。  

ま た，公 益 社団 法 人全 国有 料 老人 ホ ーム 協 会，一
般 社 団 法 人 全 国 介 護 付 き ホ ー ム 協 会 及 び 一 般 社 団
法 人 高 齢 者 住 宅 協 会 の ３ 団 体 で 構 成 す る 高 齢 者 住
ま い事 業 者団 体連 合 会が 運 営す る「 高 齢者 向け 住 ま
い 紹介 事 業者 届出 公 表制 度 」に届 出 を行 い ，行 動 指
針 を 遵 守 し て い る 事 業 者 を 選 定 す る こ と が 望 ま し
い こと 。  

⑺ ～⑼  （略 ）  
 
13～ 14 （ 略 ） 
 
  附  則 （略 ）  
 
 
 
別 記第 １ 号様 式（ 第 １２ 関 係）  
 
１ ～３  （略 ）  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑺ ～⑼  （略 ）  
 
13～ 14 （ 略 ） 
 
  附  則 （略 ）  
 
 
 
別 記第 １ 号様 式（ 第 １２ 関 係）  
 
１ ～３  （略 ）  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改 正後  改正 前  備考  
４ ．サ ー ビス 等の 内 容 

 

４ ．サ ー ビス 等の 内 容 

 

項 目の 追 加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改 正後  改正 前  備考  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改 正後  改正 前  備考  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改 正後  改正 前  備考  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改 正後  改正 前  備考  
５ ～９  （略 ）  
 
10．そ の 他 

 

５ ～９  （略 ）  
 
10．そ の 他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
項 目の 追 加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改 正後  改正 前  備考  

 
 
別 添１  （略 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
別 添１  （略 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改 正後  改正 前  備考  
別 添２  

 

別 添２  

 

項 目の 追 加（口
腔 衛生 管 理）  
 
文 言の 修 正（利
用 者 負 担 １ 割
又 は ２ 割 → １
～ ３割 ）  
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